
   

４
月
か
ら 

高
年
齢
労
働
者
も 

雇
用
保
険
料
の
徴
収
が
必
要
に
な
り
ま
す 

 

雇
用
保
険
の
高
年
齢
被
保
険
者
（
満
64
歳
以
上
）
の
保
険
料

は
こ
れ
ま
で
免
除
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
経
過
措
置
の
終
了
に

よ
り
、
今
年
４
月
か
ら
は
保
険
料
が
発
生
し
ま
す
。 

 

今
年
４
月
１
日
以
降
に
締
め
切
り
日
が
到
来
す
る
給
与
か

ら
、
該
当
す
る
労
働
者
の
給
与
か
ら
雇
用
保
険
料
を
徴
収
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 

徴
収
を
開
始
す
る
月
は
、
給
与
の
締
め
切
り
日
と
支
給
日
の

関
係
で
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

（
例
１
）
毎
月
25
日
締
め
、
末
日
支
給
の
場
合 

＝
４
月
25
日
締
め
、
４
月
30
日
支
給
分
か
ら 

 
 

 
 

 
 

㊟
３
月
26
日
～
31
日
分
の
給
与
も
保
険
料
徴
収

の
対
象
と
な
り
ま
す
。 

（
例
２
）
毎
月
末
日
締
め
、
翌
月
10
日
支
給
の
場
合 

 
 
 
 
 

＝
４
月
30
日
締
め
、
５
月
10
日
支
給
分
か
ら 

 

ご
不
明
な
点
は
民
商
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

               

※
プ
ラ
カ
ー
ド
等
の
準
備
と
当
日
の
打
ち
合
わ
せ
を 

３
月
８
日
（
日
）
午
前
１０
時
か
ら
事
務
所
で
行
い
ま
す
。 

各
支
部
か
ら
役
員
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。 

「
換
価
の
猶
予
」
学
習
・
相
談
会 

消
費
税
の
引
き
上
げ
で
納
税
額
が
増
え
、
「
一
度
に
納
付
で

き
な
い
」
と
い
う
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
一
度
に
税
金
を
納

付
す
る
こ
と
で
事
業
の
継
続
や
生
活
の
維
持
が
困
難
に
な
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
「
換
価
の
猶
予
」
を

受
け
、
分
納
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

新
発
田
民
商
で
は
、
左
記
の
日
程
で
学
習
・
相
談
会
を
行
い

ま
す
。（
こ
の
日
に
都
合
が
つ
か
な
い
場
合
は
、
ほ
か
の
日
に
対

応
し
ま
す
の
で
事
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
） 

と 

き 

３
月
２４
日
（
火
）
夜
７
時
～ 

会 

場 

新
発
田
民
商
事
務
所 

２
階 

  
一
人
親
方
労
災
保
険
に
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん 

来
年
度
（
令
和
２
年
度
）
の
「
給
付
基
礎
日
額
」
の
変
更
を

希
望
す
る
方
や
、
一
人
親
方
労
災
保
険
か
ら
の
脱
退
を
希
望
す

る
方
は
、
３
月
13
日
（
金
）
ま
で
に
民
商
事
務
所
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。 

３
月
末
ま
で
に
労
働
局
に
申
請
し
な
い
と
、「
給
付
基
礎
日
額
」
の
変

更
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
来
年
度
の
保
険
料
が
発
生
し
た
り
し
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 

「
一
人
親
方
労
災
保
険
」
の
加
入
は
民
商
で 

労
働
者
を
雇
用
し
て
い
な
い
事
業
主
（
一

人
親
方
）
も
労
災
保
険
に
加
入
で
き
ま
す
。

「
新
発
田
民
商
建
設
業
一
人
親
方
組
合
」
で

建
設
業
関
係
（
大
工
、
と
び
、
左
官
な
ど
）
の

方
が
加
入
で
き
ま
す
。 

ま
た
、
運
送
事
業
の
方
も
「
新
商
連
運
送
業
部
会
」
を
通
じ

て
加
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ぜ
ひ
民
商
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。 
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1963 

今
後
の
日
程 

 

３
月
６
日
（
金
）
…
三
役
会 

３
月
８
日
（
日
）
…
３
・
13
集
会
準
備 

３
月
18
日
（
水
）
…
弁
護
士
に
よ
る
「
法
律
相
談
」 

 
 
 
 
 
 

（
相
談
希
望
の
方
は
事
前
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
） 

 

「３・13重税反対統一行動 

 新発田北蒲集会」（集団申告） 

 

日時 ３月１３日（金） 

 午前９時１０分開会 

 

会場 新発田市生涯学習センター 講堂 

   

※市役所第３駐車場（文化会館となり）または 

第４駐車場（旧市役所跡）をご利用ください 

 

https://www.zenshoren.or.jp/cut/gekkan/pdf/2019gekkan_03/06.pdf
https://www.zenshoren.or.jp/cut/gekkan/pdf/gekkan_06/gekkan_06_10.pdf

